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上限額は、年齢と所得によって異なります。 当院では、患者様に安心して医療をお受けいただくため に、個人情報の 取り
扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

【70歳以上の方】

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、 70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

〈70歳以上の方の上限額（平成30年8月診療分から）〉

適正区分 外来（個人ごと） l ひと月の上限額（世帯ごと）

年収約1,160万円～ 252,600円＋（医療費 ー842,000) X 1 %
現

標報83万円以上／課税所得690万円以上

役 年収約770万円～ 1,160万円
標報83万円以上／課税所得690万円以上 167,400円＋（医療費 ー558,000) X 1 %

年収約370万円～770万円 80,100円＋（医療費 ー267,000) X 1 %標報28万円以上／課税所得145万円以上

年収約156万円～ 370万円 18,000円
般 標報26万円以下 ［年間上限］ 57,600円

課税所得145万円未満等 14,4000円

非住 11住民非課税世帯
課民

24,600円

税税 8,000円

等 I住民非課税世帯
（年金収入80万円以下など） 15,000円

（注） 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での
自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、嵩額療養費の支給対象となります。

【69歳以下の方】

毎月の上限額は、加入者が 70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

〈69歳以下の方の上下額〉

個人情報の

取り扱い

について
【個人情報の取り扱い】

患者様から取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づき提供を要求さ
れた場合等を除き、こ本人の同意を得ることなく、その個人情報を第三者に
提供したり、掲示した利用目的の範囲を超えて使用することはありません。

【個人情報の保護】

面会受付

面会や病室のこ案内を
お断りすることができます。

こ希望の方は病棟看護師に
お話しください。

病室・ベッドネ ー ム

病室入口にお名前を
表示しな いことができます。
こ希望の方は病棟看護師に

お話しください。

【個人情報の開示】

患者様こ本人または未成年者·成年被後見人の法定代理人は、当院が保有
する患者様の情報にについで開示を求めることができます。

【開示の方法】

●閲覧・視聴・・・手数料はかかりません。

●写しの交付・・・文章の種類や数量に応じて開示手数料をいただきます。

適正区分 ひと月の上限額（世帯ごと）

年収約1,160万円～
健保：標報83万円以上 252,600円＋（医療費 ー842,000) X 1 %
国保：旧ただし書き所得901万円超

年収約770万円～ 1,160万円
健保：標報53万円～79万円 167,400円＋（医療費 ー558,000) X 1 %
国保：l日ただし書き所得600万円～901万円超

年収約370万円～770万円
健保：標報28万円～50万円 80,100円＋（医療費 ー267,000) X 1 %
国保：l日ただし書き所得210万円～ 600万円超

年収約370万円以下
健保：標報26万円以下 57,600円
国保：旧ただし書き所得210万円 以下

才 住民税非課税者 3 5,400円

（注） 1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での
自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。）を合算することができます。この合算額が上限額を
超えれば、高額療養費の支給対象となります。
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